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放射線計測の信頼性について 

                             社団法人日本アイソトープ協会  

                        事業本部 医薬品・アイソトープ部技術課  

                                       山田崇裕 

１．はじめに 

福島第一原子力発電所の事故の影響を受け、

様々な分野で放射線測定が行われている。放射

線計測は、その目的に応じて適切な測定器を用

いなければ適切な測定が行えない。本報では放

射線・放射能の基礎知識と、実際どのような測

定器が用いられているか、それらを用いた計測

の方法とその信頼性はどのように確保されてい

るかについて解説する。 

 

２．放射線と放射能 

 原発事故直後の時期には、報道などでも「放

射線」、「放射能」という用語の使い分けに混乱

が生じていた。特に放射能は、量として及び原

子核の性質としての両方の意味で用いられる 1)。

さらに、「放射能漏れ」など物質そのものの意味 

 

として誤って用いられることもあり、混乱の原

因となっている。放射線と放射能の関係は光に

例えると光そのものが放射線であり、光を出す

能力が放射能である。 

ここでいう放射線は電離放射線であり、放射

性核種の壊変に伴って放出されるα線、β線、

β+線、γ(X)線などがある。α線は高速の 4He

原子核であり、β線、β+線はそれぞれ高速の電

子、陽電子である。これらの荷電粒子は直接物

質を電離・励起する能力をもつため、直接電離

放射線と呼ばれる。一方、γ(X)線はエネルギー

の高い光（電磁波）である。γ(X)線は物質との

相互作用で二次電子を発生し、これらが物質を

電離・励起するため、間接電離放射線と呼ばれ

る。放射線はその種類によって透過能力が大き
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く異なる。α線は MeV オーダのエネルギーを

有していても、空気中では数 cm 程度の透過能

力しかなく、紙一枚で遮へいが可能である。β

線はα線よりは透過能力があるが、数mm 程度

の軽金属板で遮へいできる。γ線は透過性が高

く、遮へいには数 cm の鉛などの重金属が必要

である。放射線計測の上では、これらの放射線

の性質を考慮する必要がある。 

量としての放射線・放射能も区別され、量と

しての放射線とは、放射線場の状態を表す量で

あり、放射線の数を表す量や放射線によって運

ばれるエネルギー量がある。さらに、これらの

量を被ばくした人における照射効果を評価する

ための量にしたものが線量当量である。各地で

行われている空間の放射線量の測定値は、線量

当量（この場合は、周辺線量当量である。）であ

り単位は Sv（シーベルト）である。一方、量と

しての放射能とは、単位時間当たりの放射性壊

変の数である。例えば、食品中の放射能測定の

対象量はこれにあたり単位は Bq（ベクレル）

である。 

  

３．放射線量の測定 

３．１ 線量当量（率）測定器 

 ある放射線場の線量を放射線防護の目的で管

理計測を行うには、線量当量（率）測定器を用

いる。これらの測定器は Sv や Sv･h-1で目盛ら

れており、場の線量当量（率）（周辺線量当量

（率））を直読で測定できる。図１に市販されて

いるサーベイメータの例を示す。サーベイメー

タとはこのような携帯形放射線計測器の総称で

あり、その種類は主に表面汚染測定器と線量当

量率測定器に大別される。前者はβ線などの弱

透過性の放射線を検出できるように検出器入射

窓が薄膜（2～3mg/cm2 マイカなど）で出来て

いる検出器からなる。検出器にはガイガー・ミ

ュラー計数管やプラスチックシンチレータなど

が用いられる。β線は直接、物質を電離する能

力をもち、検出部に入射すればほぼ 100%検出

される。γ線については多くが透過してしまう

ので、検出感度が低く、主にβ線測定に用いら

れる。表面汚染サーベイメータ（図 1(c)）は高

感度で放射性表面汚染の測定が可能であるが、

線量当量率の測定に用いることができない。一

方、線量当量率サーベイメータは、電離箱や、

NaI(Tl)シンチレータ、半導体などを検出器とし

てもつ測定器であり、線量当量（率）の測定に

はこれらの測定器を用いなければならない。電

離箱式（図 1(a)）は一般にγ線エネルギーに対

する特性がよく、指示値の正確性がγ線のエネ

ルギーにあまり依存しないが、低線量では 1fA

以下の微少電流しか発生しないため、一般的に

シンチレーション検出器と比較し感度は良くな

い（高線量に適している。）。シンチレーション

式（図 2(b)）は、エネルギー特性については電

離箱式より劣るが、一般的に低線量に対する感

度がよい。 

校庭、がれき、除染対象区域の確認などの測定

にシンチレーション測定器が用いられているの

はそのためである。最近は、電離箱式でも高感

度でこのような目的の測定に活用できる電離箱

サーベイも市販されている。そのほか線量当量

（率）測定器には定位置に設置されているモニ

タリングポスト、エリアモニタなどや、直接装

着して被ばく線量を測定する個人線量計もある。 

線量当量率サーベイメータは、日本工業規格

JIS Z 4333 「X 線及びγ線用線量当量率サーベ

イメータ」にその性能が規定されている 3)。そ

の測定器を標準場で測定したときに得られる指

示値と場の基準線量の差である相対基準誤差は

±(15＋U)%（U は標準場の線量率の相対拡張

不確かさ）であり、少なくともこの程度のメー

タ指示値のばらつきは、機器の個体差も含めて

認めなければならない。さらに、指示値はγ線

のエネルギーにも依存する。実際のフィールド

では校正場のような単色に近い線質ではなく、

散乱線や複数核種からの異なるエネルギーのγ

線が飛び交っている場である。理想的には線質
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に依存せず線量当量が測定できればよいが、実

際には検出器の特性により指示値はγ線のエネ

ルギーに依存する。JIS では電離箱式やエネル

ギー補償式のシンチレーション式と比較し、半

導体式や GM 計数管式はエネルギー特性の要

求性能は低く設定されている。線量当量率サー

ベイメータの選択にあたっては、このような検

出器の種類に応じた特性を理解し、目的に応じ

た測定器を選択する必要がある。 

 

(a)             (b)                        (c) 

 

 

図 1 サーベイメータの例 2)。(a)電離箱式線量当量率サーベイメータ (b)シンチレーション式線量当

量率サーベイメータ (c)GM 管式表面汚染サーベイメータ 

 

３．２ 放射線量測定のトレーサビリティ 

 放射線量の国家標準は産業技術総合研究所が

維持管理している。図２は国家標準（特定標準

器）である自由空気電離箱である。自由空気電

離箱の横に設置されている黒い球体は、被校正

器の球形電離箱である。電離箱内でγ線と空気

との相互作用で発生した電子による電離電流を

測定することで、単位質量の空気が単位時間に

放射線から受けたエネルギーの量としてその場

の線量率が決定される。（実際には自由空気電離

箱は比較的エネルギーの低いX線領域で用いら

れ、137Cs や 60Co などのγ線領域では円筒型グ

ラファイト空洞電離箱が用いられる。）その後、

特定標準器に代わって被校正器の電離箱を同じ

位置に設置し、場の測定を行うことで指示値の

校正を行う。これを置換法という。放射線標準

のトレーサビリティ体系を図３に示す。校正事

業者の二次標準器は、このように線量率が決定

された場で校正され、さらに校正事業者は自ら

の校正場の線量率を二次標準器で決定し、サー

ベイメータなどの実用器の校正を行う。実用器

の校正を含む線量当量（率）の校正方法は JIS Z 

4511:2005「照射線量測定器,空気カーマ測定器,

空気吸収線量測定器及び線量当量測定器の校正

方法」に規定されている 7)。この JIS では、測

定器の性能が継続して維持され、その測定器を

用いた測定目的のために十分に正確であること

を検証し、確認する方法として、実用器の確認

校正の方法を規定している。確認校正は、新た

に校正定数を決定する方法を規定したものでは

ないが、少量放射能の密封線源を用いて比較的

簡便に機器の信頼性を確保できる有効な手段で

ある。 
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図 2 自由空気電離箱（特定標準器）（左）と電離箱測定の構造概念図（右）4)5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 放射線量（放射線防護関係）のトレーサビリティ体系図 

 

４．放射能の測定 

４．１ Ge 検出器を用いたγ線スペクトロメ

トリー 

 食品などに含まれる放射能を測定する場合、

一般に３．に示したようなサーベイメータでは

測定出来ない。最も信頼性が高い測定器は Ge

検出器である。図４に Ge 検出器測定システム

の構成例を示す。測定システムは Ge 検出器と

外部からの放射線の影響を低減するための鉛し

ゃへい体、及び波高分析器などの計測回路部に

より構成されている。Ge 検出器は、入射した

γ線が検出器との相互作用により生じた電子の

登録事業者 特定二次標準器

電離箱式照射線量率計

計測器メーカ

登録事業者
常用参照標準

測定サービス事業者

計測器ユーザ

国家標準機関 (NMIJ/AIST）特定標準器

中硬X線用平行平板
自由空気電離箱
（管電圧40-300kV）

グラファイト型
空洞電離箱
（60Co 137Cs）
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電離作用により電子・正孔対を生成し、γ線が

検出器内で失ったエネルギーに比例した電気パ

ルスを発生する。Ge 検出器から出力されたパ

ルス信号は、比例増幅器により増幅・波形整形

され、アナログ量であるパルス信号はA/D コン

バータでデジタル量（チャネル数）に変換され 

マルチチャネルアナライザのチャネルにメモリ

される。計測時間内にあるチャネル数のパルス

が何個検出されたかというのが計数値である。

従って、γ線スペクトルは、横軸をチャネル数、

縦軸を計数値としたヒストグラムになる。計測

回路部ではこのパルス信号を処理しγ線スペク

トルを得る。 

Ge 検出器を用いたγ線スペクトロメトリー

の最大の特徴は、γ線のエネルギー分析から核

種が決定できる事である。放射性核種は核種に

よって放出するγ線のエネルギーが異なるため、

たとえ同位体であっても多核種を同時分析でき

る。またγ線のエネルギーだけではなく、その

波高値（ピーク計数率）も高分解能のため比較

的容易に得られ、試料の放射能が求められる。

Ge 検出器では数十 mL～数 L に及ぶ試料の測

定が可能である。その反面、ピーク効率校正が

面倒である、液体窒素の補充などの日常保守が

必要である、高額であることなど、導入やその

後の維持管理上の問題もある。 

Ge 検出器の性能は、分解能で決まると言っ

ても過言ではない。検出器の大きさにもよるが、

通常は 60Co から放出される 1333keV のγ線ピ

ーク半値幅（FWHM）により評価し、1.9keV

未満である。エネルギー差が半値幅の 3 倍程度

あれば、隣接する二つのピークは完全に分離さ

れるため、Ge 検出器では 6keV 程度のエネルギ

ー差があれば、十分に分離定性・定量分析でき

ると言える。分解能はγ線のエネルギーにも依

存するため、低エネルギーの領域であればより

弁別性がよくなる。一方、定量に必要なピーク

効率校正は少々厄介である。ピーク効率は、放

射能が既知の標準線源から放出されるγ線の数

と検出したγ線の数との比として得られる。Ge

検出器のピーク効率は、γ線のエネルギー及び

線源と検出器の幾何学的配置で決まる。従って、

測定する試料と同一の容器の標準線源を用いて

定量対象とするエネルギー範囲に対してピーク

効率を得る必要がある。図５は市販の標準線源

の例で、少量試料測定用の 100mL 円筒容器と

大容量の 2L マリネリ容器（検出器が挿入でき

るように、底部が凹型になっている容器）があ

る。試料を測定する際にはこのような標準線源

と同じ容器を用いる必要がある。また 100ml

容器の線源は、充填量を段階的に変えたものが

用意されている。これらの線源で試料充填高さ

と検出効率の関係を関数化しておけば、あらゆ

る充填量の試料の放射能が定量可能となる。図

６に標準線源によるγ線スペクトルと得られた

Ge 検出器のピーク効率関数を示す。標準線源 

には、定量対象となるエネルギー範囲を考慮し

て、約 80keV～2000keV にわたり異なるγ線

を放出する複数の核種が混合されている。校正

証明書には線源に含まれる各核種の放射能が記

載されており、測定時点の放射能、各γ線の（核

データによる）放出割合及びピーク計数率から、

ピーク計数効率が得られる。このようにγ線エ

ネルギーに対するピーク検出効率を得ておけば、

このエネルギー範囲にあるγ線のエネルギーか

ら核種を確定できれば、そのピーク計数率から

放射能を求めることが出来る。 

Ge 検出器を用いたγ線スペクトロメトリーに

よる放射能分析の不確かさに大きな影響を及ぼ

す要因の一つは試料調整である。現在行われて

いる試料調整の多くは、文部科学省放射能測定

法シリーズ 24「緊急時におけるガンマ線スペク

トロメトリーのための試料前処理法」に基づき

実施されている 8)。これによる方法は灰化など

特別な前処理ではなく、単純に測定対象部位を

定め、試料を細かく切り刻む程度のものである。

先に述べたとおり Ge 検出器の検出効率は幾何

学的配置に大きく依存するため、試料の充填方
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法が分析値に大きな影響を及ぼす。これを回避

するには試料を細かく刻み、しっかりと空隙無

く充填し、充填高さを揃えることが非常に重要

である。また、測定試料中で放射能が偏在して

いる場合も適切な結果は得られない。従って、

試料採取でサンプルの代表性をどう担保するか

が重要な要素となる。検出効率は試料の充填比

重にも依存する。γ線は透過性のよい放射線だ

が、エネルギーと物質の組成、嵩比重により透

過率が異なる。標準線源の嵩比重は 1gcm-3程度

であるので、例えば水を測定する場合はほとん

ど影響しないが、嵩比重の軽いキノコ類などを

測定する場合には、100ml程度の試料でも 137Cs

のγ線で嵩比重が0.3の試料に対して10%程度

透過率が異なるので留意する必要がある。γ線

の物質に対する透過率は線減弱係数を用いて計

算で求められる。このような Ge 検出器による

分析方法の詳細は、文部科学省放射能測定法シ

リーズ 7「ゲルマニウム半導体検出器によるガ

ンマ線スペクトロメトリー」に規定されている

9)。これに準拠した解析ソフトが市販されてい

るため、このようなソフトを用いれば、自ら複

雑な解析計算を要せずに分析結果を得ることが

出来る。 

Ge検出器

試料 増幅器 マルチチャネルアナライザ (MCA)

デジタルスペクトル分析器

HV

 

図 4  Ge 検出器測定システムの構成例 

 

 

 

 

 

図 5 放射能標準体積線源の例（2L マリネリ容器タイプ（左）と 100mL 容器 U8 タイプ（右））6) 
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図６ Ge 検出器による標準線源のγ線スペクトル（左）とGe 検出器のピーク効率関数の例（右） 

 

４．２ NaI(Tl)シンチレーション検出器を用い

たγ線スペクトロメトリー 

NaI(Tl)シンチレーション検出器は、γ線とシ

ンチレータの相互作用により、シンチレータか

ら発せられた光を光電子増倍管で集めて放射線

に応じたパルス電気信号に変換し、このパルス

を計測するもので、スペクトロメータとして市

販されているものの検出器後段の計測回路部は

４．１の Ge 検出器のシステムと同様である。

NaI(Tl)シンチレーション検出器はGe検出器と

比較し 30 倍程度分解能が悪く、γ線スペクト

ロメータとしての性能は相当劣る。図７に 134Cs

及び 137Cs の混合線源によるγ線スペクトルを

示す。NaI(Tl)シンチレーション検出器の分解能

は Ge 検出器のそれと比較して相当悪いことが

わかる。このように、隣接したγ線の弁別性が

悪いため、例えば未知核種が混合され多数のγ

線の放出がある場合などは NaI(Tl)シンチレー

ション検出器での定性定量は事実上困難である。

NaI(Tl)シンチレーション検出器の場合、137Cs

の 662keV に対する標準的なピーク半値幅は

45keV 程度であり、隣接ピークが完全に分離さ

れるには理論的には 100keV 以上のエネルギー

差がなければならない。しかし、事故から 200

日以上経過した現時点では、短半減期核種は減

衰し、定量対象となりうる核種は 134Cs 及び

137Cs に限定されている。このように試料中に含

まれる核種があらかじめ推定され、限定できる

場合には、NaI(Tl)シンチレーション検出器も十

分活用できる。NaI(Tl)シンチレーション検出器

は分解能が悪いが、計数効率が高い、Ge 検出

器のように液体窒素を必要とせずメインテナン

スが容易である、Ge 検出器と比較し低コスト

である、などのメリットがある。厚生労働省は

「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」

に、一定の性能要件を満たす NaI(Tl)シンチレ

ーション検出器をスクリーニング装置としての

適用することを認めている 10)。実際にこのスク

リーニング法に適用出来る機器が多数市販され、

現在では NaI(Tl)シンチレーション検出器が広

く活用されつつある 11)。 

放射性セシウムを含む試料を NaI(Tl)シンチ

レーション測定器で測定した場合、137Cs の定量

に必要な 662keV のγ線に、134Cs から放出され

る 609keV 他のγ線ピークがクロスオーバする。

スクリーニングを行う場合には、必ずしもこれ

らを分離解析する必要はなく、両核種による計

数を137Csの計数効率を用いて評価しておけば、

安全側評価となる 12)。ただし、Ge 検出器を用

いた分析のように両核種を分離定量する場合に
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は、関数適合法やストリッピング法などの特別

な解析技術を用いてピークの重なりを分離でき

なければならない 13)。同じ NaI(Tl)シンチレー

ションスペクトロメータでも、製品によって解

析方法やその性能が異なるため、採用にあたっ

ては使用目的に応じて必要な性能を十分に確認

する必要がある。 

このように NaI(Tl)シンチレーション検出器

も十分信頼性の高い測定器として活用できる。

しかし、分解能が悪いためピーク着目領域が

Ge 検出器と比較して広く、バックグラウンド

放射線による影響が大きいため、検出限界放射

能は Ge 検出器より高くなる。測定条件にもよ

るが、1kg 程度の試料を 1 時間以内で測定する

場合には放射性セシウムに対して 10Bq/kg 程

度が、現実的な検出限界と考えられる。 

 

 

 

図７ NaI(Tl)シンチレーション検出器（右）及びGe 検出器（左）による 134Cs・137Cs 混合線源のγ

線スペクトル 

 

４．３ 放射能測定のトレーサビリティ 

図8に我が国における環境試料の放射能測定

に関するトレーサビリティ体系を示す。環境試

料や食品の放射能分析は各都道府県の衛生研究

所、食品衛生法上の登録機関、その他分析事業

者などが今回の事故に係る環境試料などの放射

能分析を実施している。これらの機関では通常、

文部科学省放射能測定法シリーズ及び緊急時に

おける食品の放射能測定マニュアルに準拠した

手順で分析が行なわれている 14)。分析に用いる

Ge 検出器は、先に紹介した標準線源で 100%校

正されている。ここで 100%と言うのは、Ge 検

出器の場合は、同じ形式の検出器であっても

個々の検出器の特性が異なるため、必ず標準線

源で校正されていなければ放射能の定量分析が

行えないためである。標準線源は校正事業者の

参照標準器（特定二次標準器等）で校正され、

さらにこれらの標準器は、国家標準機関である

産業技術総合研究所の国家標準（特定標準器）

で校正された線源を仲介して校正されることで、

国家標準へのトレーサビリティが確保されてい

る 15)。 
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図８ 環境試料の放射能測定に関するトレーサビリティ体系図 

 

 

５．おわりに 

本報では、放射線量及び放射能測定について、

測定器やその校正体系、測定のトレーサビリテ

ィについて紹介した。放射線計測の品質保証は、

機器の校正、測定方法、核種補正因子を含む解

析手法、試料調整法が適切であることによって

確保される。その意味では、福島第一原子力発

電所に伴う環境放射線計測に関しては、測定、

解析などの手法は文部科学省マニュアルによっ

て規定化され、機器の校正体系も確立されてい

ると言える。ただ、計測の信頼性は最終的には

実施する者の技術・能力に依存する分が大きい。

例えば、都道府県の衛生研究所などは、日本分

析センターによる分析確認調査（相互比較分析

の技能試験）などにより平常時より分析技術の

維持向上に努めている。多くの分析機関が、こ

の事故をきっかけとして分析業務を開始してお

り、食品などさらに放射線測定のニーズは高ま

りつつまる。今後継続して信頼性を高めて行く

には、技術者育成や精度管理も重要な課題であ

ると考えられる。 
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ＭＲＡ対応製品について 

 

関東化学株式会社 

試薬事業本部 試薬技術部 

竹田津 研 

１．はじめに 

近年、様々な経済活動においてグローバル化

が進み、化学分析における環境も ISO Guide34

（標準物質生産者の能力に関する一般要求事

項）及び ISO/IEC17025（試験所及び校正機関の

能力に関する一般要求事項）に基づく認証標準

物質が求められている。計量証明事業所などの

分析機関では ISO/IEC17025 の認定取得が進め

ら れ 、 水 道 水 質 検 査 機 関 に お い て も

ISO/IEC17025 の高い分析技能が求められてい

る。各分析機関の ISO/IEC17025認定取得におい

て、標準物質の「値付け」「不確かさ」「トレー

サビリティ」といったキーワードが着目され、

MRA 対 応 製 品 （ Mutual Recognition 

Arrangement：国際相互承認）について理解が得

られるようになった。しかしながら、まだ大多

数の分析機関及び公的機関ではキーワードのみ

の理解であり、化学分析における標準物質や

MRA 対応製品の役割について理解が得られてい

ないと考えている。精度管理や分析精度の信頼

性向上を図る上で標準物質は不可欠であり、試

薬メーカーとしても標準物質の品位向上のみな

らず、分析機関における標準物質に対する理解

を深めるといった重要な役割を担っている。 
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この様な状況から、弊社では MRA対応製品が

グローバル化に対応した重要な製品群として位

置づけ、MRA 対応製品の開発・紹介に力を入れ

ている。ここでは MRA対応製品である、容量分

析用標準物質（ASNITE 認定品：Accreditation 

System of National Institute of Technology 

and Evaluation）、滴定用溶液（ISO/IEC17025

認定品）、JCSS（計量法校正事業者認定制度）認

定品について、弊社の取り組みをご紹介し、試

薬メーカーの役割を理解頂きたい。 

 

２．容量分析用標準物質（ASNITE認定品）につ

いて 

従来、容量分析用標準物質（JIS K 800）は製

品評価技術基盤機構（NITE）において純度試験

され、その純度の値が付与された認証書と純度

表示紙が発行された製品として、弊社を含めた

試薬メーカーより販売されていた。しかしなが

ら、日本国内の標準物質整備状況の変化や独立

行政法人産業技術総合研究所 計量標準総合セ

ンター（NMIJ）における容量分析用基準物質と

なる高純度無機化学物質の開発に伴い、平成 20

年 3月、NITEにおける純度試験が段階的に終了

した。しかしながら、この容量分析用標準物質

は容量分析における根幹となる重要な物質であ

り、試薬メーカーとしても供給責務を念頭にお

き、国家計量標準にトレーサビリティが確立さ

れた二次標準物質の生産を目的とした、「標準物

質生産者認定プログラム」の取得を図ることと

した。なお、本認定プログラムの取得にあたり、

IAJapan（International Accreditation Japan）

が運営している認定プログラムの一つである

ASNITEを選択した。 

2009 年 11 月、標準物質生産者としての能力

の認定を民間企業で初めて IAJapanから取得し

た。この ASNITE 認定プログラムでは ISO 

Guide34 及び ISO/IEC17025 を認定基準として、

標準物質生産者としての能力を認定するシステ

ムである。既に、JCSSにおいて同等の能力を有

していたが、ASNITE認定により改めて国際的標

準物質の生産、拡充につなげる足掛かりになる

と位置付けている。 

当初、容量分析用標準物質 11品目中の亜鉛に

ついて認定を取得した後、2011年 4月にアミド

硫酸、炭酸ナトリウム、銅、フタル酸水素カリ

ウム、ふっ化ナトリウムの５品目、続いて 2011

年 10月にしゅう酸ナトリウムの認定を取得し、

2012年 1月現在、合計７品目について認定を取

得した（表１参照）。これらの容量分析用標準物

質は一般の化学工業分野のみならず、医薬・食

品等の幅広い分野において利用されている。利

用用途として、容量分析における中和滴定、沈

殿滴定、錯滴定、酸化還元滴定などがあり、フ

ァクター算出に大きく起因する為に SI トレー

サブルな標準物質が絶対不可欠である。試薬メ

ーカーとしてもこれらの分野、用途における標

準物質の製品整備は必須であり、技術能力だけ

ではなく必要最低限の品揃え、安定供給を図っ

ている。 
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表 1 ASNITE 標準物質生産者認定の区分 

分類 種類 特性名（純度） 
特性値の 

範囲 

最高測定能力 

（k=2） 

無機 

標準 

物質 

高純度無機 

化学物質 

(容量分析用 

標準物質) 

アミド硫酸 99.90% 以上 0.04% 

銅 99.98%以上 0.02% 

フタル酸 

水素カリウム 

99.95%～ 

100.05% 
0.04% 

炭酸ナトリウム 99.97%以上 0.04% 

ふっ化ナトリウム 99.90%以上 0.04% 

しゅう酸 

ナトリウム 
99.95%以上 0.05% 

亜鉛 99.99%以上 0.001% 

 

この容量分析用標準物質の認証書は、従来の

純度認証値だけではなく、新たに JIS K 8005

に基づいた製品規格試験の測定結果を参考値と

して収載した（図 1参照）。勿論、認証値に関わ

る純度認証値、認証値の決定方法、測定年月日、

トレーサビリティ、均質性、使用に関する注意

事項、保管上の注意及び認証値の安定性、保証

期限を収載し、標準物質の認証書としてだけで

はなく、ユーザーニーズに配慮した認証書とし

た。これにより、JIS K 8005の規格基準に合致

した製品であることがこの認証書により一目瞭

然となった。 

今後もユーザーニーズに即した製品設計、改

良を重ねると共に、残りの３品目（二クロム酸

カリウム、よう素酸カリウム、塩化ナトリウム）

についても安定供給を念頭に、早期認定申請が

出来るよう各種データの収集を進めている。 
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図 1 容量分析用標準物質の認証書例（亜鉛） 

 

３．滴定用溶液（ISO/IEC17025認定品）につい

て 

弊社検査部門では、試験所の能力に関する国

際規格である ISO/IEC 17025 に基づく認定を

2000年 10月に取得し、約 11年が経過した。こ

の認定は、公益財団法人 日本適合性認定協会

（JAB）から取得したもので国際的な相互承認

(MRA)が得られた製品である。認定対象となる試

験については、試験結果の信頼性の証である“不

確かさ”を明記した“ILAC（国際試験所認定協

力機構）-MRAシンボル／JABロゴマーク入りの

試験報告書”をユーザーに提出できる。 

本取得により、ユーザーに対して試験所、報

告書の信頼性向上が図れたと共に、弊社として

も分析技術の維持・向上が図れている。特に、

相互承認協定にもとづき、ILACに加盟する国に

おいて、輸入国側がその報告書に対して輸入国

内評価と同等の保証を与えることができる証拠

となる。ユーザーの海外展開においても安心し

て利用いただける製品であり、グローバル化の

波にマッチした国際的な流通 (one stop 

testing)が促進可能な製品として位置付けられ、

国際的な認知度向上が期待される。特に、医薬、

食品、環境分析等の幅広い分野で利用されてい

ると共に、新たなニーズも発生し、弊社の分析

技術における一翼を担っている。 

認定範囲としては、化学試験における製品別分

析試験の試薬（M26.3.26）となっている（表２

参照）。本認定を取得開始してから JIS K 8001

に基づく滴定用溶液の品目拡大、濃度範囲の上

限及び下限の拡大を継続して進めており、現在

では滴定用溶液２３品目について対応製品が整



 14 

備されている。今年度は新たに水酸化カリウム

について 0.1mol/l≦水酸化カリウム溶液≦

1mol/lの範囲で認定を受け、品目拡大を図った。 

 

表 2 ISO/IEC17025認定概要 

試験所名 関東化学株式会社 草加工場 検査部 

認定取得日 平成１２年１０月２０日 

認定機関 公益財団法人 日本適合性認定協会（JAB） 

認定番号 RTL00780 

認定範囲 化学試験＞製品別分析試験＞試薬 

（JIS K 8001 JA.5 滴定用溶液）  

・ JIS K 8001 JA.5.2 c)  

0.01mol/l≦エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液≦0.1mol/l

但し、4)を除く 

・ JIS K 8001 JA.5.2 e)  

0.05mol/l≦塩酸≦2mol/l但し、3)を除く 

・ JIS K 8001 JA.5.2 f)  

0.1mol/l過塩素酸（酢酸溶媒） 

・ JIS K 8001 JA.5.2 r)  

0.05mol/l≦水酸化ナトリウム溶液≦2mol/l 

0.1mol/l≦水酸化カリウム溶液≦1mol/l 

・ JIS K 8001 JA.5.2 y)  

0.05 mol/l≦硫酸≦0.5mol/l 

適用品目 1. 0.1mol/l エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液 

（容量 500ml） 

2. 0.05mol/l エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液 

（容量 500ml） 

3. 0.01mol/l エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウム溶液 

（容量 500ml） 

4. 2mol/l塩酸（容量 500ml） 

5. 1mol/l塩酸（容量 500ml） 

6. 0.5mol/l塩酸（容量 500ml） 

7. 0.2mol/l塩酸（容量 500ml） 

8. 0.1mol/l塩酸（容量 500ml） 

9. 0.05mol/l塩酸（容量 500ml） 



 15 

10. 0.1mol/l過塩素酸・酢酸溶液（容量 500ml） 

11. 2mol/l水酸化ナトリウム溶液（容量 500ml） 

12. 1mol/l水酸化ナトリウム溶液（容量 500ml） 

13. 0.5mol/l水酸化ナトリウム溶液（容量 500ml） 

14. 0.2mol/l水酸化ナトリウム溶液（容量 500ml） 

15. 0.1mol/l水酸化ナトリウム溶液（容量 500ml） 

16. 0.05mol/l水酸化ナトリウム溶液（容量 500ml） 

17. 0.5 mol/l硫酸（容量 500ml） 

18. 0.25 mol/l硫酸（容量 500ml） 

19. 0.1 mol/l硫酸（容量 500ml） 

20. 0.05 mol/l硫酸（容量 500ml） 

21. 1mol/l水酸化カリウム溶液（容量 500ml） 

22. 0.5mol/l水酸化カリウム溶液（容量 500ml） 

23. 0.1mol/l水酸化カリウム溶液（容量 500ml） 

 

今後の展開として、更なる品目拡大を検討し

ており、JIS K 8001に収載された滴定用溶液の

対象品目及び濃度範囲について網羅できるよう

遂次進める。また、医薬、食品等の他分野にお

いても類似した調液方法及び測定方法の滴定用

溶液が使用されており、JIS 以外の分野につい

ても検討を進める。 

その為にも、測定技術の維持、向上が必須で

あり、技術の継承も不可欠と考えられる。一例

として、０．１mol/l 水酸化ナトリウム溶液を

用いた検査員の測定能力の評価測定結果を図２

に示す。熟練を要した１０年以上の検査員が測

定した場合、いずれもファクターが 1.005±

0.0008 となり、安定した測定値である。更に、

経験年数が２０年以上の検査員になると、ファ

クターが 1.005±0.0004となり、技術の継承及

び向上が図れる試験所であると自負している。

この様に検査員の測定能力について、外部審査

だけではなく、社内的な技術能力の維持、評価

を継続することで安心できる製品供給体制が構

築された。今後も ISO/IEC17025の認定取得、審

査更新において、熟練した技術能力が必須であ

ると捉えており、その技術の継承も不可欠と認

識して更なる拡大を図る。 
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図２ 検査員の測定能力の評価結果の一例 

 

4. MRA JCSSについて 

平成5年11月より法律を根拠とする標準物質

の供給（計量法トレーサビリティ制度：JCSS）

が開始され、２０年近くの時間が経過した。こ

の間に多くの標準物質が開発され、現在弊社で

は、62種類の無機及び有機標準液と 8種類の pH

標準液について JCSS 登録事業者として実用標

準液を供給している（表３参照）。しかしながら、

まだまだ各分析分野への理解は少なく、各種試

験方法に収載されるケースが少ないように感じ

られる。一方で、様々な分析機関が JCSS標準物

質を利用するケースは増加し、特に分析機関に

おける ISO/IEC 17025認定取得など第３者機関

からの審査、認定において JCSS標準物質が重宝

されている。 

 また、多くの JCSS標準物質が開発、上市され

ている間にも様々な分析機器が開発され、最近

の化学分析とは機器分析を指すと言っても過言

では無い状況にある。各公定法では一斉試験法

が主流となり、特に食品衛生法におけるポジテ

ィブリスト制度では多くの農薬が対象となり、

GC/MS、LC/MSといった質量分析計による多成分

同時分析が行われているのは周知の事実である。

JCSS標準物質の製品開発においても、この様な

使用状況に即した標準物質の開発が望まれてい

る。弊社では新たな取り組みとして、機器分析

法に対応した製品、一斉試験法に対応した製品、

ユーザーニーズに即した製品を念頭に 

おいて、JCSS標準物質の製品開発に取り組んで

いる。その詳細について下記に紹介する。 

 

表 3  MRA JCSS認定概要 

種別 製品数 

pH標準液（第 1種） 2品目 

pH標準液（第 2種） 6品目 

金属標準液（1000mg/L） 36品目 

金属標準液（100mg/L） 12品目 

非金属イオン標準液 11品目 

有機標準液    3品目 
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（１）機器分析法に対応した製品 

水質の汚染状態を調査する際の硝酸イオン

は、硝酸態の窒素濃度として測定されるこ

とが多い。しかし、硝酸イオン標準液を使

用した場合、希釈操作や検量線を作成する

ときの計算が面倒といった問題があった。

そこで、硝酸性窒素（NO3-N）として 100 mg/L

の硝酸イオン標準液を、同様に亜硝酸性窒

素（NO2-N）として 100 mg/L の亜硝酸イオ

ン標準液、アンモニア性窒素（NH4-N）とし

て100 mg/Lのアンモニウムイオン標準液の

供給を開始した。 

（２）一斉試験法に対応した製品 

従来は全て単一の成分分析用標準液であっ

たが、数年前より揮発性有機化合物 23種混

合標準液の供給を開始した。この標準液は

ジクロロメタン、クロロホルム、トルエン

などの揮発性有機化合物 23 種類を各 1000 

mg/Lの濃度に調製したもので、主に飲料水

などの水質分析に使用されている。別途、

揮発性有機化合物 16 種混合標準液も準備

して、対象物質に応じて利用頂いている。

今後は、イオンや金属類の混合標準液の供

給を行う予定である。 

（３）ユーザーニーズに即した製品 

また従来は、単一の成分分析を想定した組

成や液性であったが、混合して使用するこ

とを想定した標準液への取り組みを行って

いる。例えば、クロム標準液はニクロム酸

カリウムを組成としている。鉛とはニクロ

ム酸鉛の難溶性の沈殿を生じるため鉛標準

液と混合して使用できなかったが、鉛標準

液と混合可能な硝酸クロム（Ⅲ）を組成と

するクロム標準液の供給を新たに開始した。 

５．今後の展開  

ここでご紹介した容量分析用標準物質

（ASNITE）、滴定用溶液（ISO/IEC 17025）、JCSS

標準物質は、「値付け」「不確かさ」「トレーサビ

リティ」が明確になった標準物質である。グロ

ーバル化が進む未来において、これまで以上に

国際的な取引等で MRA対応製品が活用されると

期待される。ただし、トレーサビリティの上位

である SI トレーサブルな基準物質の開発も欠

かせないものであり、試薬メーカーとしても今

まで以上に貢献できるよう努めなければならな

い。化学分析の対象物質が多様化する中、スピ

ーディ且つ信頼できる標準物質の開発が不可欠

である。 

弊社としても、継続して MRA対応製品の開発

に力を入れ、国際的な化学分析の場で役に立つ

製品作りが重要と位置付けている。その為にも、

これらの製品を利用いただいているユーザーの

声に耳を傾け、実情に即した標準物質の開発を

心がけたい。また、更なる分析技術能力の向上

と新規物質への挑戦を継続し、利用ユーザーに

安心できる MRA対応製品の供給を目指して参り

たい。これからも弊社だけでは難しい問題も

多々あり、これら標準物質供給に携わる皆様の

ご協力を仰ぎながら弊社の使命を全うすると共

に、本内容が皆様の一助になれば幸いと考えて

いる。 
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図 1 ボルダーでの会議開始直前 

物質量諮問委員会ガス分析ワーキンググループ会議出席報告 

                         一般財団法人化学物質評価研究機構(CERI) 

                                 東京事業所化学標準部 

                                      上原 伸二 

１．はじめに 

平成 23 年 9 月 26 日から 9 月 28 日にアメリ

カ、コロラド州ボルダーのNOAA（米国海洋大

気庁）で CCQM（物質量諮問委員会）GAWG

（ガス分析ワーキンググループ）会議等が開催

されました（図１）。日本からは、NMIJ/AIST

（独立行政法人産業技術総合研究所計量標準総

合センター)の加藤氏及び CERI の上原が参加

しました。そこで現在実施されている基幹比較

の進捗状況、結果の評価などについて議論した

概要を報告いたします。 

２．会議の概要 

議長の開会の挨拶の後、参加者の自己紹介を

行いました。続いて各基幹比較の幹事機関から

予定、途中経過、結果等の報告があり審議が行

われました。 

２．１  CCQM-K74 and CCQM-P110 (10 

mol/mol NO2 in Air)  

 幹事基幹より最新の報告書に基づいて説明が

ありました。この比較には、プロトコール A、

B1 及び B2 があり、各機関はどれに参加しても

良く、各プロトコールは、内容は以下のように

なります。日本からは、NMIJ/AIST がプロト

コール B1 及び B2 に参加し、CERI がプロトコ

ール A に参加しました。CCQM-K74 の K

は、”Key comparison（基幹比較）”、CCQM-P110

の P は”Pilot study（予備的研究）”を表してい

ます。 

プロトコールA：CCQM-K74、参加機関が通常

使用している分析方法で、標準ガスを使用して

試料を測定する。 

プロトコールB1：CCQM-P110、FT-IR（フー

リエ変換型赤外分光法）による方法で、標準ガ

スを使用して試料を測定する。 

プロトコールB2：CCQM-P110、FT-IR による

方法で、HITRAN 等のデータベースを利用して

定量する。 

 前回の報告書は BIPM（国際度量衡局）の磁

気吊り下げ式天秤を用いたパーミエーションチ

ューブ法で NO2 を発生させたときに含まれる

不純物を不確かさとして考慮に入れていません

でした。そこで追加研究として可能性がある不

純物の濃度の測定と不確かさを見積もり、今回

の報告書に反映させました。可能性がある不純

物としては、HNO3、N2O3、N2O5、HONO、

HO2NO2、N2O4があり、このうち 10 mol/mol

の NO2 を発生させたときに定量できたのは

HNO3だけで、その他の不検出だった成分に関

しては各成分の定量下限を考慮した大きさで含

めることにしました。 

２．２ CCQM-K76（100 mol/mol  SO2 in 

N2） 

幹事機関より最終レポートに基づいて説明が

ありました。日本からは、CERI が参加しまし

た。この基幹比較では、質量比混合法（重量法）

による調製値を KCRV(基幹比較において各機

関の測定値を評価するときに基準となる値)に
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する。いくつかの参加機関の結果が、報告され

た測定の不確かさの範囲内では、KCRV と一致

していないことが分かりました。CERI の結果

は、KCRV と不確かさの範囲内で、一致してい

ました。 

２．３ CCQM-K82 (CH4 in Air 、Ambient 

Level)  

幹事機関より、プロトコールについて説明が

ありました。日本からはNMIJ/AIST が参加予

定です。CCQM-K82 の目的は、大気レベルの

メタン標準ガスの調製能力を比較することです。

調製能力の比較では、参加機関が試料を調製し

幹事機関に送付し、幹事機関で測定を実施しま

す。通常の幹事機関が試料調製し、参加機関に

送付する方法と比べて、不確かさを小さくでき

る利点があります。 

 この基幹比較で参加機関が幹事機関に提出す

る試料は、以下のとおりです。 

①各参加機関は 1.6 mol/mol～2.2 mol/mol

のメタン標準ガスを高圧ガス容器に2本調製し、

幹事機関に提出する。希釈ガスには精製空気又

はアルゴンと二酸化炭素が入った合成空気を用

いる。 

②WMO（世界気象機関）は、精製空気を用い

て調製された標準ガスを提出する。標準ガスに

は不確かさが付いた認証値が必要です。 

また幹事機関では、この基幹比較実施に先立

ち、希釈ガスに実際の空気を用いた場合と合成

空気を用いた場合の違いや、同位体の影響につ

いて評価を行っていると説明がありました。メ

タン濃度の確認のために、GC-FID（水素炎イ

オン化型検出器付ガスクロマトグラフ）と

CRDS（キャビティリングダウン分光法）、不純

物の同定のためにFT-IRを用いていると説明が

ありました。 

 

２．４ CCQM-K84(Ambient Level CO)  

幹事機関より進捗状況について説明がありま

した。日本からは、NMIJ/AIST が参加を予定

しています。CO の濃度は海岸沿いでは、50 

nmol/mol～300 nmol/mol、都市部では 100 

nmol/mol～500 nmol/mol であります。そのた

め基幹比較では、濃度を 300 nmol/mol、希釈ガ

スを合成空気にする予定です。この基幹比較で

注意しなければならないこととしては、①原料

ガス（N2、O2、Ar）中の不純物としての CO 濃

度、②分析装置の直線性と測定の精確さ、③調

製した標準ガスの安定性などが挙げられます。

KCRV には、質量比混合法（重量法）による調

製値を採用する予定で、調製値の拡張不確かさ

は相対値で 0.3％未満の予定です。 

２．５CCQM-K90(Formaldehyde in nitrogen)  

幹事機関より、プロトコールについて説明が

ありました。日本からは、NMIJ/AIST が参加

予定です。このプロトコールは、標準ガスメー

カー等が調製したホルムアルデヒド標準ガスを

幹事機関が所有する設備（磁気吊り下げ式天秤、

CRDS 及び FTIR）で評価し、参加機関に配布

し、各参加機関で測定後返却するという予定で

ある。幹事機関では通常ホルムアルデヒドを発

生させるための原料としてパラホルムアルデヒ

ドを用いているが、パラホルムアルデヒドの代

わりに 1,3,5-トリオキサンを使用する方法を検

討しており、この方法で評価する予定です。 

２．６CCQM-K93(120 mol/mol Ethanol in 

nitrogen )  

幹事機関より、概要について説明がありまし

た。日本からはCERI が参加することになりま

した。前回の会議では EURAMET（欧州国家

計量標準機関協会）の比較ということで説明さ

れていましたが、他の地域からの参加希望機関

が多いため CCQM の基幹比較になりました。

この比較は、CCQM-K82 と同様に調製能力の

比較になります。 

  

２．７EURAMET1002(Trace Water Vapour) 

 これは、EURAMET で実施された比較で、

日本からは NMIJ/AIST が参加しました。この



 20 

 図 4  VOCs の充てん方法 

図 3 容器を秤量する天秤 

図 2  キャピラリー管等を秤量する天秤 

比較は、微量水分計（CRDS）を仲介器として、

各機関の微量水分標準の比較を行いました。各

機関の水分標準の発生方法は、パーミエーショ

ンチューブ、拡散管や温度の制御による発生法

等がありました。NMIJ/AIST の結果は、他の

機関とよく不確かさの範囲で一致していました。

この比較は終了し、最終報告書が EURAMET

のホームページに公開されています。詳細をお

知りになりたい方は、EURAMET のホームペ

ージの”TC Project Database”の検索画面でRef. 

No.に 1002 と入力し、検索をすれば、最終報告

書（PDF）を入手することができますので、ぜ

ひそちらをご覧下さい。 

 

３．NOAA の見学 

 今回NOAAの設備の一部を見学できました。

その中から、VOCs（揮発性有機化合物）の調

製方法及びその設備を紹介いたします。NOAA

での VOCs の標準ガスの調製方法は、以下のよ

うになります。 

①予め図2の天秤で質量測定をしたガラス製キ

ャピラリー管に VOC を入れガスバーナーで封

をする。 

②封をした後に再度図2の天秤で質量測定をす

る。（質量変化からVOC の量を求める）。 

③真空にした容器を図 3 の天秤で秤量する。 

④図4のようにポリテトラフルオロエチレン製

管内に VOC 入りのキャピラリー管を入れ、真

空にした容器にポリテトラフルオロエチレン製

管内を接続する。管の反対側は希釈ガス（空気）

を充てんするための設備に接続する。 

⑤管内を真空にし、テフロン管を加温する。 

⑥ポリテトラフルオロエチレン製管を折り曲げ

てキャピラリー管を割り、容器のバルブを開け、

希釈ガスを充てんすることにより、VOC を充

てんする。 

⑥充てんされた容器を秤量し、充てんされた希

釈ガス量を求める。 

また会議の期間中に一般の見学者と思われる
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方々を廊下で見かけました。申し込み方法は全

く分かりませんが、NOAA の見学できるかもし

れません。そのときにはきっと図 5 のスクリー

ンが球状のプラネットシアターで、過去から未

来までの地球の気候変動の様子を見させてくれ

ることでしょう。 

 

4．所感 

CCQM-K74（NO2 in Air）では、これまでの

会議の中で様々な議論があり、幹事機関が追加

の研究を実施しましたが、今回の報告でまとま

りそうです。一時は、KCRV に何らかの補正が

必要であるという意見もあり、議論の行方に注

意をはらっていました。CERI としては良い結

果であるので、KCRV の補正をせずに済み良か

ったと思っています。 

 CCQM-K76（SO2 in N2）は、過去に実施実

績のある基幹比較であることもあり、結果があ

まり良好ではない機関から、追加の研究や資料

を求めるようなことも無かったと思われます。 

CERI としては、JCSS にあるこれらの成分

で良好な結果を残していることは、指定校正機

関としての責任を果たしたことになり、大変安

堵しています。 

 

５．ちょっと一息 

 コロラド州ボルダーというところは、マラソ

ンの高地トレーニングなどで有名な場所だそう

です。おそらく実際のトレーニング場所はもっ

と高い場所（図 6 参照）だと思いますが、コロ

ラド州全体が高地にあるため、NOAA の場所も

十分に高地だったようです。私は、時差ぼけな

のか高地による体調不良なのか分からないまま、

帰国の途に着きました。 

 

昼間に町中を散策してみると、図７のように

民家の近くに普通にリスがいるなどして、大変

のどかな雰囲気がありました。 

 図 7 町中に違和感無く溶けこむリス 

 

6．おわりに 

 CERI としては、これからも NMIJ/AIST と

協力しながら基幹比較及びCCQM GAWG会議

に参加し、指定校正機関として良い結果を残し

ていきたいと思います。 

 

 

図 5 Planet Theater 

図 6  NOAA から見える周辺の山地 
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編集後記 

 会報第 61 号をお届けいたします。不定期の

発行ではありますが前号からかなりの時間が空

いたことをお詫び申し上げます。 

 第 61 号では、（社）日本アイソトープ協会の

山田崇裕氏に「放射線計測の信頼性について」

という内容で執筆いただきました。これは昨年

11 月 4 日に開催されました「計測標準フォーラ

ム 第 9 回講演会」の招待講演としてご発表さ

れたものを会報用にアレンジしていただいたも

のです。東日本大震災に伴う福島第一原発の事

故以降、放射性物質の測定が様々な所で行われ

ています。また、その結果も公表されておりま

すが本稿は、その数値を正しく理解し、読み取

る際の参考にしていただければと思います。 

 関東化学㈱の竹田津 研氏には、関東化学に

おける標準物質の開発・製造、供給についての 

基本的方針、方策について執筆いただきました。

認証標準物質の拡大、MRA 対応標準物質の拡

大を今後も継続して進めるとのことで標準物質

に携わる方々の期待も大きいものがあると思い

ます。 

 化学物質評価研究機構（CERI）の上原伸二

氏には毎年２回開催される物質量諮問委員会

（CCQM）ガス分析ワーキンググループ

（GAWG）会議の出席報告を執筆いただきまし

た。今回は、昨年秋に開催された 2011 年第２

回目の会議の報告です。CERI は、JCSS で供

給している範囲が基幹比較の対象となった場合

には参加することとしております。今回の会議

で CERI が関係する議題として NO2/Air 、

SO2/N2 の結果報告の審議、今後実施される

Ethanol/N2 への参加表明などを行いました。 

 これらの結果を背景に今後共、技術力を高め、

指定校正機関としての役割を担うことを期待し

たいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   梅の花（白梅）：wikipedia より 

 

  《春はもうすぐそこまで来ています。！！》 

 

 

 

 

      

 

 

〒345-0043 

埼玉県北葛飾郡杉戸町下高野 1600 番地 

一般財団法人化学物質評価研究機構内 

   標準物質協議会 

   事務局 松本保輔 

   Tel. 0480-37-2601 / Fax. 0480-37-2521 

      E-mail matsumoto-yasusuke@ceri.jp 

      URL http://www.ceri.jp 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Nagaoka-tenjin_hakubai.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Nagaoka-tenjin_hakubai.jpg
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Nagaoka-tenjin_hakubai.jpg
mailto:matsumoto-yasusuke@ceri.jp

